
知的財産から見た長野県の産業 

長野県知財総合支援窓口 久保 順一 

 

１．はじめに 

 知的財産権制度は、新しい技術やサービスの保護並び

に活用を有効に行えるようにする制度であり、その件数

や内容の変化は産業や技術の動向と連動しています。本

稿では、長野県の産業の概要を全国や長野県の知的財産

動向から考察します。 

 

２．知的財産権の種類（表１） 

知的財産権には、産業を対象とする特許権・実用新案権・意匠権・商標権（総称：産

業財産権）と、芸術・文化を対象とする著作権（著作権法）や、植物を対象とする育成

者権（種苗法）等があります。本稿では、これらのうち、特許と商標並びに意匠を中心

に調査し、考察します。なお、特許権・意匠権・商標権・育成者権は審査によって新規

性・進歩性が認められた後に登録料を納め、登録になったときに発生します。 

 

 表１ 主な知的財産権の種類と最近の出願件数 

種類 保護対象 審査制度 出願数(年) 

特許権 新規且つ高度で産業上利用可能な発明 有 ３０万件 

実用新案権 物品の形状、構造、組合せに関する考案 無 ５千件 

意匠権 物品形状、模様、色彩等のデザイン 有 ３万件 

商標権 商品や役務（サービス）を区別する名称やマーク 有 １６万件 

著作権 思想や感情を創作的に表現した芸術作品 無 ５百件 

育成者権 農林水産植物の新品種 有 ６百件 

 

３．全国の動向 

１９９０年以降の全国における特許、商標、意匠の出願及び、その出願に対応する 

登録動向を確認します（図１、２）。 

① 特許出願は２００１年をピークに減少が続いており、最近ではピーク時の６割以下 

になっています。これは一説によると、電気機器業界で特許出願の抑制（自粛）があり、

当該業界は件数が多いがために全体数字に影響を及ぼしたと云われています。また、審

査期間の国際的な短縮要望に対応し、件数を抑制する意見が出されていました。 

一方、登録率は、２０００年の約３１％から年々上昇して２倍以上の約７５％となり、

登録特許件数は、むしろ増加傾向にあります。 

② 意匠は、件数の少ない状態が当初より続いています。 

③ 商標は、最近数年間は横這いであるものの１０年前よりも５割以上増えており、他の 

知的財産権に比較して需要（必要性）が高まっていると思われます。１９９２年のサー

 

 



ビスマーク制度、２００７年の小売等役務制度の開始、２０１４年の音・ホログラム・

動き・色彩・位置に関する商標等の制度変更の都度、増減を繰り返しながら徐々に増加

しています。 

なお、実用新案登録は、１９９４年の無審査制度への移行によって、権利としての活

用が困難になり、大幅に件数が減少しています。 

 

４．長野県の特許動向 

（１）出願件数と登録率（図３、４） 

 全国と同様に出願件数は一旦増加したものの、２００６年をピークに減少が続いてい

ます。全国の動向をさらに下回る減少であり、全国に対する比率は、２００６年の０．

７８％をピークに、２０２４年には０．５５％まで下がっています。 

このように出願件数は減少傾向にあるものの、登録率は最小３２％（２０００年）で

あったものが最近では約７０％まで増加し、効果的な特許出願が行われるようになって

います。 

（２）業界別件数（図５～８） 

 長野県の特徴的な１１産業分野のうち、４種の分野について状況をお知らせします。 

 電気・電子（Ｈ分類、図５）、金属加工（Ｂ２１～２６分類、図６）、医療（Ａ６１

分類、図７）、食品（Ａ２３分類、図８）では、２００４～２００５年以降に一旦は減少
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図１ 全国の特許出願と登録動向
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図２ 全国の商標、意匠出願動向

意匠登録 商標出願
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図３ 長野県特許出願と全国比率
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図４ 長野県の特許出願と登録動向
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傾向になったものの、２０１０年以降は一定件数が維持されています。 

 下側のラインは、出願に対する登録件数を示します。出願件数は全体並びに個々の技

術分類について多くは減少傾向にあるものの、登録件数は減少していません。出願の質

の向上を表しており、技術開発が継続的に実施されていると解されます。 

 

５．長野県の農業 

  農業（Ａ０１分類、図９）においては、特許出

願は１９９９、２０００年以降減少が続き、現在で

は、全国でピーク時の約半数、長野県では約３分の

１に減少しています。 

 長野県について特許分類によって技術の変化を 
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図５ H電気・電子
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図６B21～B26金属加工
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図９ A01農業
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図７ A61医療
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図８ A23食品
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確認すると、２０１５年以降（〜現在）では幅広い分野で均等に技術開発が行われてい

ます。一方、最も出願件数が多かった１９９０年代にはＡ０１Ｇ１８「きのこ栽培」が

全体の半数であり、突出して多い状態でした。現在では１１％に減少しています。長野

県のきのこ栽培量は、全国１位であり、３４％を占めています（図１０，１１）。 

 

６．長野県の商標動向 

（１）出願件数（図１２） 

 １９９２年（サービス（役務）マーク、団

体商標制度の採用）、２０００年・２００５

年・２０１７年をピーク、１９９９年（長野

オリンピックの翌年）や２０１１年を下限に

増減を繰り返しています。しかし、全国的に

は増加傾向なのに対して横這いの状況であ

り、対全国出願件数比率はピーク時の０．８

５％に対して０．６％と下がっています。 

（２）分野別出願件数 

 商標は商品３４、サービス（役務）１１の計４５分類に区分されています。区分別に

調査を実施しましたが、その中の身近な商品とサービス（役務）について動向をお知ら

せします。 

イ．衣類・食品について（図１３） 

 分野別の代表例として、比較的身近な商品の衣類（２５類）、加工食品（２９、３０類）、

野菜・果実（第３１類）に関する状況をお知らせします。 

 加工食品については、変動はあるものの、約２０年前より概ね一定の件数が継続して

います。一方、衣類は、２０２０年から急増しており、コロナ禍によって生活スタイル

が変わったことの影響があったものと推定されます。なお、３１類（野菜・果実）の急

激な増減は、松本市の苗木業者の影響と推定されます。 

ロ．販売・飲食・宿泊（サービス・役務）について（図１４） 

 広告・販売・卸（３５類）、教育・イベント企画（４１類）、システムの開発・設計（４

２類）、食堂・旅館（４３類）についてまとめました。 

 いずれも時間の経過と共に増加しています。このことは、商標は新製品を作り名前を

付けることだけではなく、営業・サービス行為として活用することの重要性が認識され

るようになっている表われと思われます。なお、外食・宿泊関係は２０２０年から伸び

が鈍化していますが、やはりコロナ禍の影響があったものと思われます。一方、商品の

販売（３５類）は、逆にコロナ禍の時期に急増しています。 

また、システムの開発・設計（４２類）は一般の顧客に対するサービスではありませ

んが、ＡＩ（人工知能）の進歩・普及により情報技術が重要視されるようになっている

影響と思われ、増加が続いています。 
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７．発電と発酵食品 

 近年、地球温暖化対策としてＣＯ２排出量の削減や、事故発生時の環境への悪影響が

注目されて発電方式の再構築が取り組まれています。 長野県においても、太陽光発電や

小水力発電が注目・推奨されています。 

また、長野県は発酵王国とも云われており、「発酵バレーＮＡＧＡＮＯ」の委員会が２

０２３年に立ち上げられ、発酵食品の普及と研究に力を入れています。そこで、本項で

は、前者の代表として太陽光発電、後者の発酵食品の全国における特許出願状況（開発

状況）を確認します。 

（１）太陽光発電（図１５、１６） 

 特許出願件数は１９９０年代初頭から増え、１９９１年をピークに減少傾向になって

いました。そして２００８年から急激に増えましたが２０１２から再び減少しています。

これは電力買取制度の影響と考えられます。そこで、太陽光発電における特許出願と電

力買取価格の関係を確認します。 

 当時、再生可能エネルギーの導入を促進するために固定価格買取制度（ＦＩＴ制度、

現在はＦＩ Ｐ制度）が導入されました。 ２００９年に開始され、導入当時は４２円／ 

ｋＷｈ（１０ｋＷ 未満の場合）でしたが、徐々に値下げされ、現在は１５円になってい

ます。図１５に示す固定買取価格と太陽光発電に関する特許出願件数の２００８年以降

の変遷によると、 特許出願件数はＦＩＴ制度が開始された２００９年から急増し、２０

１１年をピー クに固定価格の値下げと比例して減少していることが確認されます。特

許出願は政策的・経済的な背景によっても変遷することの象徴的な事例と思われます。

なお、特許出願件数は、２０２０年で下げ止まり、以降は微増傾向にあります。 

 

 

0

50

100

150

0

100

200

300

400
19

90
19

94
19

97
20

00
20

03
20

06
20

09
20

12
20

15
20

18
20

21
20

24

図１３ 商標の動向（食品）
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図１４ 商標の動向（サービス）



 

（３）発酵食品（図１７） 

 発酵食品の特許動向調査は、｛食品（Ａ２３

（Ａ２３Ｋを除く））＋酒類等（Ｃ１２Ｃ・Ｇ・

Ｊ）｝×「発酵」で行いました。 

その結果、２００５年、２０１９年をピーク

に増減はしているものの、相対的に右上がり・

増加傾向であることが確認されました。 

 出願に対応する登録件数も直線に近い増加

傾向であり、発酵技術は継続的に開発され、進

歩していることが確認されます。 

 

８．まとめ 

 知的財産権の件数や内容は国内外の施策等に影響されますので、参考ではありますが、

業界の動向を表わす指標の一つです。 

 特許によると、全国の出願件数が２００２年以降より減少傾向にあるものの、登録件

数は増加していることから技術開発は継続的に実施され、出願の質が向上しているもの

と思われます。一方、技術（製品）分野によっては他と異なる動きをするものがありま

すので、分野の動きを把握して経営の参考にすることが考えられます。 

 商標では、サービスマーク（役務）が大きく伸びています。品物だけでなく、営業や

イベント等の行為も保護対象として重視されていますので、業務の開始や拡張時には登

録状況を調査し、保護や権利化に注力する必要があります。なお、長野県は、全国の出

願増加傾向に対して伸びが少なく、懸念されるところであります。 

長野県知財総合支援窓口は知的財産権を切り口として、技術の進展や変遷に対応した

支援や、契約・ルールの策定の支援を行います。地域の産業・経済の発達に寄与すべく、

皆様の戦略を踏まえて知財支援を行いますので、ご活用をお願い致します。 

（原稿作成２０２５年１２月） 
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図１５ 太陽光発電特許出願
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図１７ 発酵食品特許出願
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